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第１章 総則 

（規約の制定目的と適用範囲） 

第1条 当社は、ローカル５Ｇトータルサポート利用規約（以下「本規約」といいます。）により、

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る手続き及び提供条件を定めます。 

2. 本規約は、提供申込者等と当社の間のローカル５Ｇトータルサポートに関する一切の

関係に適用されます。 

3. 本規約には、次の各号の契約（以下、すべて総称して「ローカル５Ｇトータルサポー

トの提供に係る契約」といいます。）を含むものとします。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定基本契約 

(3) ローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定個別契約 

(4) ＵＳＩＭカードの貸与の請求に係る契約 

(5) 業務支援システムの利用に係る契約 

4. 当社がローカル５Ｇトータルサポートのサービス提供を開始するためには、提供申込

者等と当社の間で、第２章第 1 節から第２章第 6 節までに定める手続きがすべて完了

し、前項各号の契約すべてを締結することが必要です。 

 

（本規約の変更） 

第2条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめローカル５Ｇ事業者に周知す

ることにより、本規約（本条に限り、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約を

含まないものとする。）を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された



場合は、変更日以降当該変更後の本規約が適用されます。 

(1) 本規約の変更が、ローカル５Ｇ事業者の一般の利益に適合するとき。 

(2) 本規約の変更が、本規約に基づき締結する契約の目的に反せず、かつ、変更

の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照

らして合理的なものであるとき。 

 

（用語の定義） 

第3条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は当該各号に定めるとおりとします。 

用 語 用 語 の 意 味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的

設備 

２ 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及

びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの

付属設備 

３ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ

の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

４ ローカル５Ｇトータルサポ

ート 

ローカル５Ｇ事業者の電気通信事業の用に供するために

当社が提供するサービス 

５ 提供申込者 ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る申込みを行

う者であって、ローカル５Ｇの電気通信事業者としての

届出、または登録が完了している者（その予定の者も含

む） 

６ ローカル５Ｇ事業者 当社のローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約

を締結している者であって、ローカル５Ｇの電気通信事

業者としての届出、または登録が完了している者（その

予定の者も含む） 

７ 提供申込者等 提供申込者、またはローカル５Ｇ事業者 

８ ローカル５Ｇトータルサポ

ートに関する卸契約 

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のう

ち、当社設備の卸提供について定める契約 

８の２ ローカル５Ｇトータル

サポートに関するＩＲＵ設定

基本契約 

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のう

ち、当社設備のＩＲＵ提供について定める基本契約 

８の３ ローカル５Ｇトータル

サポートに関するＩＲＵ設定

個別契約 

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のう

ち、当社設備のＩＲＵ提供について定める個別契約 

８の４ ＵＳＩＭカードの貸与

の請求に係る契約 

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のう

ち、当社ＵＳＩＭカードの貸与の請求について定める契

約 
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８の５ 業務支援システムの利

用に係る契約 

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のう

ち、当社業務支援システムの利用について定める契約 

９ エンドクライアント ローカル５Ｇ事業者サービスを利用するための契約を

ローカル５Ｇ事業者との間で締結している者 

１０ 移動無線装置 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 

１１ 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための

当社の電気通信設備 

１２ ＵＳＩＭカード 電気通信番号等の情報を記憶できるカードであって、

当社からローカル５Ｇ事業者に貸与するもの 

１３ ローカル５Ｇ事業者回線 ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約に基

づいて無線基地局設備と提供申込者等が指定する移動

無線装置との間に設定される電気通信回線 

１４ 業務支援システム ローカル５Ｇトータルサポートのローカル５Ｇ事業者

回線に係る利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに

関する情報の管理を行うためのシステム 

１５ ＣＡＧ－ＩＤ Ｃｌｏｓｅｄ Ａｃｃｅｓｓ Ｇｒｏｕｐ ＩＤの

略。ローカル５Ｇの電波送出を行うセルにおいて、接続

可能なローカル５Ｇエリアをユーザ単位で制御するた

めのＩＤ 

１６ ＤＮＮ Ｄａｔａ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎａｍｅの略。端末の通

信先。ＵＥがコアネットワークを介して接続するデー

タネットワークの識別名 

１７ ＣＵ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｕｎｉｔの略。無線基地局設備の一

部であり、デジタル信号処理を行う。ローカル５Ｇトー

タルサポートにおいては、当社ビルなどに設置する機

器 
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１８ ＲＵ Ｒａｄｉｏ Ｕｎｉｔの略。無線基地局設備の一部で

あり、この機器へアンテナを接続し電波を発射する。ロ

ーカル５Ｇトータルサポートにおいては、エンドクラ

イアント敷地／建屋に設置する機器 

１９ 消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関す

る法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関する

法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

２０ ローカル５Ｇ事業者サー

ビス 

ローカル５Ｇ事業者がローカル５Ｇトータルサポート

を用いてエンドクライアントへ電気通信役務を提供す

るサービス 

 

（ローカル５Ｇトータルサポートの提供範囲） 

第4条 ローカル５Ｇトータルサポートでは、ローカル５Ｇ事業者の電気通信事業の用に供する

ために別紙１（提供する機能）で定める機能を提供します。当社は、ローカル５Ｇ事業

者に対し、当社設備を無線基地局設備は賃貸借にて、別紙１に定める５Ｇコアと５ＧＧ

Ｗは卸電気通信役務にて提供します。 

 

第２章 契約締結手続き 

第1節 ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査 

（ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査申込み） 

第5条 当社は、提供申込者等がローカル５Ｇトータルサポートの提供を申込む場合（第 33 条

（契約の変更）に規定する契約の変更を申込む場合を含みます。）は、事前調査（以下、

「事前調査①」といいます）を行います。 

2. 提供申込者等は、事前調査①の申込みにおいて、本規約に同意の上、当社が別途指

定する様式にて当社へ提出することを要します。 

3. 提供申込者等は、前項の様式にローカル５Ｇトータルサポート提供申込みの概要、

提供開始を希望する時期、必要帯域幅および利用に係る予測トラヒックを記載する

ものとします。 

4. 当社は、提供申込者等から請求があるときは、第２項の様式に記載する事項に係る

必要な情報（当社の機密事項を除きます。）を提供するものとします。 
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（ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査①申込み受付及び順序） 

第6条 当社は、第 5 条（ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査申込み）で提出

された様式に事前調査①を行うために必要な事項が記載されていることを確認したと

きをもって、事前調査①の申込みの受付とします。ただし、記載事項に不備等があった

ときは、その状態が解消されたことを当社が確認したときをもって、事前調査①の申込

みの受付とします。 

2. 当社は、事前調査①の申込みを受け付けたときは、提供申込者等に対して書面によ

り通知します。 

3. 当社は、ローカル５Ｇトータルサポート提供の申込みが複数あるとき、申込みを受

け付けた順序に従って事前調査①を行います。 

 

（ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査①回答） 

第7条 当社は、事前調査①申込みの受付後１ヶ月以内に、承諾の可否および提供可能時期を提

供申込者等に書面により通知します。ただし、第 52 条（債務の履行の担保に係る協議申

入れ等）又は第 53 条（債務の履行の担保）を適用する見込みがあるとき、その他特別の

事情があるときは申込みを受け付けた日から１ヶ月を超えて回答する場合があります。 

2. 提供申込者等が、事前調査①の回答を受けた後１ヶ月以内に第 8 条（ローカル５

Ｇトータルサポートに関する卸契約申込み）に規定する契約申込みを行わないと

きは、当社が行った事前調査①の回答は、その効力を失います。 

 

第2節 卸契約の契約申込 

（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約申込み） 

第8条 提供申込者等は、事前調査①の回答を受けた後１ヶ月以内に、当社が別途指定する様式

により当社に対し、第 7 条（ローカル５Ｇトータルサポート提供に関する事前調査①回

答）で通知した回答書の内容に基づき、ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約

申込みを行うものとし、当社が、その様式に必要事項が記載されていることを確認した

ときをもってローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約申込みの受付とします。 

 

（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約締結） 

第9条 当社は、第 8 条（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約申込み）に規定する契

約申込みの受付を行ったときは、その契約申込みを受け付けた順序に従って１のローカ

ル５Ｇ事業者と１のローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約締結を行います。 

2. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、契約締結を延

期することがあります。 

3. 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約を締結しないことが

あります。 
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(1) ローカル５Ｇトータルサポートの提供により、当社の事業運営上支障が生

じるなど当社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートの提供により、当社又は第三者の知的財産

権、所有権、その他法令により保障された権利を害するおそれがあると当

社が判断したとき。 

(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者若しく

はその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。 

(4) 提供申込者が、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき金

額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(5) 契約申込みに応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェ

ース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的

に著しく困難であるとき。 

(6) 第６章（責務）に定める提供申込者等の負うべき責務の規定のいずれかに

違反するおそれがあるとき。 

4. 前項の規定により、その契約申込みを承諾しないときは、当社は、書面によりその

理由を通知します。 

 

第3節 当社設備と提供申込者等の指定する設備の接続等 

（回線終端設備の設置等） 

第10条 提供申込者等は、第 9 条（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約締結）に基づ

きローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約を締結した場合、当社が指定する場所

に当社設備と提供申込者等の指定する設備を接続する回線終端装置及びその他付随設

備等（当社が技術的、経済的等の観点から当社の通信用建物等に設置することが適切で

あると判断した電気通信設備に限ります。）を設置することとします。 

2. 当社及び提供申込者等は、前項の規定で設置した設備を当社と提供申込者等との固

定資産及び保守の責任分界点とします。 

 

（当社設備と提供申込者等の指定する設備の接続に係る試験の実施） 

第11条 当社及び提供申込者等は、第 10 条（回線終端設備の設置等）に規定する設備を設置した

場合には、当社が別に定める方法により当社設備と提供申込者等の指定する設備の接続

に係る試験を実施することとします。 

2. 前項の試験の結果、当社又は提供申込者等が正常性等を確認できなかった場合は、

相互に協力してその原因究明にあたることとします。 

 

（提供申込者等がローカル５Ｇ事業者サービスの提供に必要な装置等の設置又は保守
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を行う場合の立入り） 

第12条 提供申込者等又はローカル５Ｇ事業者サービスの提供に必要な装置等の設置若しくは

保守を行う者としてその提供申込者等が指定した者（その提供に必要な装置等以外の設

備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の通信用建物等において

工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満たす団体の被用者に限ります。）

は、ローカル５Ｇ事業者サービスの提供に必要な装置等の設置又は保守のために 当社

の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合において、立入者の数は、その提

供に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、当社が指定する立会

者が立ち会うことを要します。 

2. 前項の場合において提供申込者等は、立入りを行いたい日時を当社と事前調整を行

った上、当社が別途指定する様式により立入りを行う当社の通信用建物等の名称、

日時、目的並びに立入者の氏名を当社へ５営業日前までに連絡することを要します。 

 

（工事等の制限） 

第13条 次の各号に規定する事由があるときは、当社は、通信の確保に必要な合理的な期間につ

いて、提供申込者等が当社の通信用建物等に立ち入ることを制限し又は必要な条件を付

すことがあります。この場合において、当社は、書面によりその理由を通知します。 

(1) 電気事業法第４２条第１項の保安規程に基づき当社の通信用建物等に設置

する事業用電気工作物の点検を行うとき。 

(2) 天災、事変その他の非常事態が発生し、当社の通信用建物等が損壊したと

き。 

(3) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で

あって、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保

若しくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信又は電気通信事

業法施行規則第５５条の通信を優先的に取り扱うために必要なとき。 

(4) 国又は地方公共団体から通信の確保に関する要請があったとき。 

(5) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に基づく選挙が行われるとき。 

(6) 先進国首脳会合その他これに準ずる重要な国際会議が行われるとき。 

(7) 国際機関、外国政府の機関その他これに準ずる重要な組織の長又はこれに

準ずる者が来日するとき。 

(8) 前３号に掲げる行事に準ずる重要な国又は地方公共団体の行事が行われる

とき。 

 

第4節 無線基地局設備設置の事前調査 

（無線基地局設備設置の事前調査申込） 

第14条 提供申込者等は、当社が別途指定する様式により当社に対し、無線基地局設備の設備設
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置検討のための事前調査（以下、「事前調査②」といいます）申込を行う（第 33 条（契

約の変更）に規定する契約の変更を申込む場合を含みます。）ものとし、当社がその様式

に必要事項が記載されていることを確認したときをもって事前調査②申込の受付とし

ます。事前調査②申込は住所単位を基本とします。また、１つの事前調査②申込におけ

るＲＵの設置場所を１拠点とします。 

2. 提供申込者等は前項の様式に、設置検討申込の概要、設置を希望する敷地内の箇所、

無線基地局設備の利用開始を希望する時期、利用に係る予測トラヒック及び当社に

協力を依頼する事項等を記載するものとします。 

3. 当社は、提供申込者等から請求があるときは、第１項の様式に記載する事項に係る

必要な情報（当社の機密事項を除きます。）を提供するものとします。 

4. その他、当社は無線基地局設備設置にあたり、提供申込者等と個別に設置希望箇所

に関する聞き取りを行う場合があり、提供申込者等はこれに応じるものとします。 

 

（無線基地局設備設置の事前調査②申込の承諾） 

第15条 当社は、第 14 条（無線基地局設備設置の事前調査申込）に規定する事前調査②申込があ

った場合は、申込を受け付けた順序に従って書面により承諾した旨を通知します。 

2. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その事前調査

②申込の承諾を延期することがあります。 

3. 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その事前調査②申込を承諾し

ないことがあります。 

(1) 事前調査②申込に係る無線基地局設備の設置により、当社の事業運営上支

障が生じるなど当社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。 

(2) 事前調査②申込に係る無線基地局設備の設置により、当社又は第三者の知

的財産権、所有権、その他法令により保障された権利を害するおそれがあ

ると当社が判断したとき。 

(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者等若し

くはその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。 

(4) 提供申込者等が、無線基地局設備の設備設置に関し負担すべき金額の支払

いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(5) 事前調査②申込に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタ

フェース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経

済的に著しく困難であるとき。 

(6) 第６章（責務）に規定する提供申込者等の負うべき責務のいずれかに違反

するおそれがあるとき。 

4. 前項の規定により、その事前調査②申込を承諾しないときは、当社は、書面により

その理由を通知します。 
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5. 本条第２項または第３項にしたがい当社が申込の承諾を延期または承諾をしない

ことにより、提供申込者等または第三者に損害が生じたときは、その損害が当社の

故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。 

 

（無線基地局設備設置の事前調査②の中止申込） 

第16条 当社は、提供申込者等から無線基地局設備の事前調査②申込について、当該設備に関す

る事前調査②が開始される前に書面による中止申込みがあった場合は、書面により承諾

した旨を通知します。 

2. 前項の場合において、提供申込者等は、その取止めにより新たに発生する費用及び

それまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担することを要しま

す。 

 

（無線基地局設備設置の事前調査②の実施） 

第17条 当社は、第 15 条（無線基地局設備設置の事前調査②申込の承諾）の規定により事前調査

②申込を承諾した場合、無線基地局設備の設置工事の実施可否及び無線基地局設備の設

置数量の算定を行うため、第 14 条（無線基地局設備設置の事前調査申込）の内容をもと

に現場調査を行います。 

2. 現場調査では以下の事項を調査します。 

(1) 機器（無線基地局設備及びその附属品）設置位置や設置方法の確認 

(2) 各装置間における敷設する配線ルート及び配線長を確認（目視確認） 

 

（無線基地局設備設置の事前調査②の回答） 

第18条 当社は、第 17 条（無線基地局設備設置の事前調査②の実施）で実施した現場調査の結果

に基づく当該設備の設置工事の実施可否及び無線基地局設備の設置数量を提供申込者

等へ書面により通知します。 

2. 当該設備の設置工事実施不可となった場合において、提供申込者等は、その取止め

により新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加

えた額を負担することを要します。 

3. 当該設備の設置工事実施不可となった場合において、提供申込者等または第三者に

損害が生じたときでも、当社は責任を負いません。 

 

第5節 無線基地局設備の設置工事等 

（設備設置工事申込） 

第19条 提供申込者等は、当社が別途指定する様式により当社に対し、無線基地局設備の設備設

置工事申込を行うものとし、当社がその様式に必要事項が記載されていることを確認し

たときをもって当該設備設置工事申込の受付とします。当該設備設置工事申込は、第 18
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条（無線基地局設備設置の事前調査②の回答）第１項の当社による通知を受領してから

１０営業日以内になされることを要します。 

2. 提供申込者等が前項の申込を１０営業日以内に実施しない場合、当社は提供申込者

等が設備設置工事申込を実施しないものと判断します。その場合において、提供申

込者等は、設備設置工事を取りやめることにより新たに発生する費用及びそれまで

に既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担することを要します。ただし、

当社が、提供申込者等による当該申し込みが１０営業日以内になされなかったこと

について特別な事情があると判断した場合は、その限りではありません。 

 

（設備設置工事申込の承諾） 

第20条 当社は、第 19 条（設備設置工事申込）に規定する無線基地局設備の設置工事申込があっ

た場合は、申込を受け付けた順序に従って書面により承諾した旨を通知し、第 14 条（無

線基地局設備設置の事前調査申込）及び第 18 条（無線基地局設備設置の事前調査②の回

答）をもとに無線基地局設備の設置工事を行います。設置工事では以下の各号に規定す

る内容を実施します。 

(1) 機器（無線基地局設備及び附属品）の設置 

(2) 各機器間に配線を実施 

 

（設備設置工事の中止申込） 

第21条 当社は、提供申込者等から設備設置工事について、当該無線基地局設備の設置工事の完

了前に書面による中止申込があった場合は、書面により承諾した旨を通知します。 

2. 前項の場合において、提供申込者等は、その取止めにより新たに発生する費用及び

それまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担することを要しま

す。 

 

（概算費用の通知） 

第22条 当社は、無線基地局設備の設置工事の設計が完了（または、設計が完了したのち設計を

変更せざるを得ない事象が発生）した場合、当該設備の設置工事の概算額を提供申込者

等へ書面により通知します。 

2. 前項に規定する概算額に係る設計内容から内容の変更などが発生しない場合、前項

に規定する概算額と第 24 条（設備の完成通知）に規定する完成額は同じ額となり

ます。 

3. 提供申込者等は、前々項の通知を受領してから１０営業日以内に、当該通知内容に

基づいて当社が無線基地局設備の現地工事に着手することを承諾する旨を、当社が

別途指定する様式により当社へ通知するものとします。 

4. 特別な事情がある場合を除き、提供申込者等が前項に示す申込を１０営業日以内に
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実施しない場合、当社は第 21 条（設備設置工事の中止申込）とみなします。 

 

（設備設置工事での試験） 

第23条 当社及び提供申込者等は、当該無線基地局設備の設置が完了した場合、無線局免許を取

得したのち設備設置工事の完了前に、当社が別に定める方法により当該無線局設備の電

波が正常に発射できているか確認します。 

2. 当社及び提供申込者等は、前項の試験の結果、当該無線基地局設備の正常性等を確

認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることとします。 

 

（設備の完成通知） 

第24条 当社は、第 23 条（設備設置工事での試験）にて実施された試験で当該無線基地局設備の

正常性等が確認された場合、当社は当該無線基地局設備の設備設置工事を完了し、提供

申込者等へ書面にて当該無線基地局設備の完成通知行うものとします。完成通知には以

下の各号に規定する内容を記載します。 

(1) 当該無線基地局設備を提供申込者等が利用開始できる日（利用開始日） 

(2) 当該無線基地局設備の創設費 

 

（設備の撤去） 

第25条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第 20 条（設備設置工事申込の承

諾）により承諾し、設置工事を行った無線基地局設備の撤去を行います。撤去時の条件

等は当社が別途定めるところによります。 

(1) 第 33 条（契約の変更）に規定する契約の変更を行う場合であって、無線基

地局設備の撤去を要する場合 

(2) 第 38 条（ローカル５Ｇ事業者が行う契約の解除）に規定する契約の解除を

行う場合 

(3) 第 39 条（当社が行う契約の解除）に規定する契約の解除を行う場合 

(4) 第 40 条（ローカル５Ｇトータルサポートの廃止）に規定するローカル５Ｇ

トータルサポートの廃止を行う場合 

 

（設備の賃貸借に関する契約） 

第26条 当社は、第 20 条（設備設置工事申込の承諾）により承諾し、設置工事を行った無線基地

局設備について、提供申込者等がローカル５Ｇ事業者サービスの用に供するために当社

から提供申込者等に対して賃貸借を行います。 

2. 当社と提供申込者等の間ではじめて設備の賃貸借を実施するにあたり、共通的な取

り決め事項を定めるローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定基本契約

を締結します。 
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3. 当社及び提供者申込者等は、拠点毎に、個別の条件について定めるローカル５Ｇト

ータルサポートに関するＩＲＵ設定個別契約を締結します。 

4. 前２項に示すローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定基本契約、ローカ

ル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定個別契約については提供申込者等が、

第 24 条（設備の完成通知）を通知されてから、１カ月以内に締結するものとしま

す。 

5. ローカル５Ｇ事業者が当社とローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定

個別契約を結んでいる拠点において、無線基地局設備の変更（増設・減設等）を伴

う工事を実施した場合は、ローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定個別

契約の内容を変更します。 

 

第6節 その他の手続 

（業務支援システムの利用に関する申込み） 

第27条 提供申込者等は、当社が別途指定する様式により回線管理のための業務支援システムの

利用に関する申込みを当社に行います。 

2. 当社は、前項に規定する申込みを承諾する場合は、その提供申込者等と、その利用

に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締結しま

す。 

 

（電気通信番号（データ伝送携帯電話番号）の取得） 

第28条 提供申込者等は、電気通信番号（データ伝送携帯電話番号（電気通信番号の構成が０２

００ＤＥＦＧＨＪＫＬＭＮであるものに限る。））を取得し、当社が別途指定する様式に

より当社へ通知していただきます。 

2. 当社は、前項の通知を受けた後、各種システムへ電気通信番号の登録を実施します。 

 

（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求） 

第29条 提供申込者等は、ＵＳＩＭカードをエンドクライアントへ転貸与するために当社からロ

ーカル５Ｇ事業者へ貸与するＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求を当社に行うことと

します。 

2. 当社は、前項に規定する請求を承諾する場合は、その提供申込者等と、その請求に

係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締結します。 

 

（ＵＳＩＭカードの返還・変更） 

第30条 ローカル５Ｇ事業者は、当社より貸与を受けたＵＳＩＭカードについて、次の場合は、

当社が別に定める方法によりそのＵＳＩＭカードを当社へ速やかに返還していただき
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ます。 

(1) ローカル５Ｇ事業者が提供するローカル５Ｇ事業者サービスを利用するた

めのエンドクライアントとローカル５Ｇ事業者間で締結された契約が解除

されたとき。 

(2) 第 1 条 4（規約の制定目的と適用範囲）第３項第１号または第４号の契約が

解除となったとき。  

(3) その他ＵＳＩＭカードを利用しなくなったとき。 

2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する

ＵＳＩＭカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨をロー

カル５Ｇ事業者に書面により通知します。 

 

（ＣＡＧ－ＩＤの割り当て） 

第31条 当社は、接続可能なローカル５Ｇエリアをローカル５Ｇ事業者回線単位で制御するため

のＣＡＧ－ＩＤをローカル５Ｇ事業者へ割り当てます。 

2. 割り当てるＣＡＧ－ＩＤの数は、当社と提供申込者等で協議するものとします。 

3. ローカル５Ｇ事業者回線に設定するＣＡＧ－ＩＤは、ローカル５Ｇ事業者が業務支

援システムを用いて設定するものとします。 

4. 無線基地局設備に設定するＣＡＧ－ＩＤは、第 19 条（設備設置工事申込）の際に、

ローカル５Ｇ事業者から当社へ当社が別途指定した様式にて通知する必要があり

ます。当社は通知されたＣＡＧ－ＩＤを無線基地局設備へ設定します。 

 

 

第7節 サービス提供開始 

（ローカル５Ｇトータルサポートの提供開始） 

第32条 ローカル５Ｇ事業者がはじめて受けとる第 24 条（設備の完成通知）に規定する完成通知

に記載された利用開始日を、ローカル５Ｇトータルサポートのサービス提供開始日とし

ます。 

 

第8節 契約の変更等 

（契約の変更） 

第33条 ローカル５Ｇ事業者から第２章（契約締結手続き）に規定する手続きにより、別紙１（提

供する機能）に示す提供機能の追加申込がある場合は、締結済みのローカル５Ｇトータ

ルサポートの提供に係る契約の内容について、両者合意の上、当社及びローカル５Ｇ事

業者が記名、押印した書面により変更します。 

2. 当社及びローカル５Ｇ事業者は、その他必要が生じたときは協議のうえ、当社及び

ローカル５Ｇ事業者が記名、押印した書面により、ローカル５Ｇトータルサポート
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の提供に係る契約の変更ができるものとします。 

3. 前項に規定する場合、当社は、ローカル５Ｇ事業者に対し契約の変更が必要な事実

の根拠となる書類の提示又は提出を求める場合があり、ローカル５Ｇ事業者はこれ

に応じるものとします。 

 

（契約上の地位の移転又は承継） 

第34条 ローカル５Ｇ事業者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、ローカル５

Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地位を移転しようとする場合は、当社の承諾

を受けなければ、その効力を生じません。 

2. ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地位の移転を受けようとす

るときは、ローカル５Ｇ事業者及び当該電気通信事業の全部又は一部を譲り受けた

者は、これを証明する書類を当社に提出することを要します。 

3. 当社は、前項の規定によりローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地

位の移転を求められたときは、次の場合を除きこれを承諾します。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地位の移転を受けよ

うとする者が第 9 条（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約締結）

第３項各号のいずれかに該当する者であるとき。 

(2) 電気通信事業の全部の譲渡について総務大臣へ届出をしていないとき。 

(3) ローカル５Ｇ事業者が登録電気通信事業者である場合において、ローカル

５Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地位の移転を受けようとする

者が電気通信事業法第１７条第１項ただし書の規定に該当するとき。 

(4) 当社に対するローカル５Ｇトータルサポートに係る料金その他の債務（本

規約の規定により、支払いを要することとなったローカル５Ｇトータルサ

ポートに係る料金、工事又は手続きに関する費用又は割増金等の債務をい

います。）の支払義務等、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約

上の地位の帰属が不明確であるとき。 

4. ローカル５Ｇ事業者において合併、分割又は相続によりローカル５Ｇトータルサポ

ートの提供に係る契約上の地位を承継する場合は、速やかに当社に届け出ていただ

きます。 

5. 前項の規定により、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約上の地位の承

継を届け出るときは、ローカル５Ｇ事業者及び合併後存続する法人、合併により設

立した法人、分割により当該電気通信事業の全部若しくは一部を承継した法人、又

は相続人（相続人が２人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を

承継すべき相続人を定めたときは、その者とします。）は、これを証明する書類を

当社に提出することを要します。 

6. 前項の規定により、ローカル５Ｇトータルサポート提供に係る契約上の地位の承継
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の届出があった場合において、そのローカル５Ｇトータルサポート提供に係る契約

上の地位の承継が次に該当するときは承諾しません。 

(1) 電気通信事業の合併、分割（電気通信事業の全部を承継させる場合に限り

ます。）又は相続について総務大臣へ届出をしていないとき。 

(2) ローカル５Ｇ事業者が登録電気通信事業者である場合において、ローカル

５Ｇトータルサポート提供に係る契約上の地位の承継を受けようとする者

が電気通信事業法第１７条第１項ただし書の規定に該当するとき。 

 

（当社が行う電気通信設備等の更改） 

第35条 当社は、第 26 条（設備の賃貸借に関する契約）にて賃貸借を行った設備について、更改

（既存の電気通信設備等に代えて、新たな電気通信設備等を設置若しくは改修又は開発

して利用開始することをいいます。）が必要となった場合は、ローカル５Ｇ事業者で負担

する費用について明示し、ローカル５Ｇ事業者と協議の上、更改の可否、更改時期等に

ついて決定します。 

 

第３章 契約解除等 

（ローカル５Ｇトータルサポートの一時中断） 

第36条 当社は、次の場合には、ローカル５Ｇトータルサポートを全部又は一部の提供を一時中

断することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 41 条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき 

2. 前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき

は、ローカル５Ｇトータルサポートの全部又は一部の提供を一時中断することがあ

ります。 

(1) 地震、津波、台風、落雷等の天災地変、火災、サイバー攻撃、感染症、伝染病、

戦争、暴動、内乱、騒乱、テロ行為、禁輸措置、法令又は規則の制定・改廃、公

権力による命令・処分等の政府による行為、争議行為、交通機関の障害その他の

国内外で生じた不可抗力によりローカル５Ｇトータルサポートが提供できなく

なったとき。 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する

必要があるとき。 

(3) ローカル５Ｇトータルサポートにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が

発生したとき。 

(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持

に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 

(5) 当社の運用上又は技術上、ローカル５Ｇトータルサポートの全部又は一部の提
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供を中断する必要があるとき。 

3. 当社は、前項に定めるほか、ローカル５Ｇトータルサポートの運用上必要な範囲に

おいて、ローカル５Ｇトータルサポートの利用の制限等を行うことができるものと

します。 

4. 当社は、前３項の規定によりローカル５Ｇトータルサポートの一時中断や利用の制

限を行うときは、書面または当社ＨＰへの掲載により通知します。ただし、緊急や

むを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（ローカル５Ｇトータルサポートの利用停止） 

第37条 当社は、ローカル５Ｇ事業者が次のいずれかに該当するときは、６カ月以内で当社が定

める期間（ローカル５Ｇトータルサポートに関する料金その他の債務を支払わないとき

は、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのローカル５Ｇトータルサポート

の全部又は一部の利用を停止することがあります。 

(1) 当社が提供しているいずれかのサービスにおいて、料金その他の債務につ

いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過した後、

当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条にお

いて同じとします。）。 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の申込みに当たって、当

社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 

(3) ローカル５Ｇ事業者回線に、第 59 条（移動無線装置の取り扱い）に定める

試験の実施を行うことなく、ローカル５Ｇ事業者が調達した移動無線装置

を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

(4) 第９条（ローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約締結）第３項各号

のいずれかに該当するとき 

(5) その他本規約の規定に違反したとき。 

2. 当社は、前項の規定によりローカル５Ｇトータルサポートの利用停止をするときは

あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をローカル５Ｇ事業者に書面にて

通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（ローカル５Ｇ事業者が行う契約の解除） 

第38条 ローカル５Ｇ事業者は、当社が別途指定する様式により申し出ることで、第 1 条第３項

の各号の契約について、各契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

なお、第 1条第３項第１号の契約を解除する場合は本条第４項にしたがうものとします。 

2. 当社は、契約の解除の申し出を受け付けたときは、ローカル５Ｇ事業者に対して書

面により通知します。 

3. ローカル５Ｇ事業者がすべての拠点におけるローカル５Ｇトータルサポートに関
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するＩＲＵ設定個別契約を解除する場合には、ローカル５Ｇトータルサポートに関

するＩＲＵ設定基本契約が同時に解除となります。 

4. ローカル５Ｇ事業者がローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約を解除する

場合には、第１条第３項各号のすべての契約の全部が同時に解除となります。 

 

（当社が行う契約の解除） 

第39条 当社は、第 37 条（ローカル５Ｇトータルサポートの利用停止）第１項の規定によりロー

カル５Ｇトータルサポートの利用を停止されたローカル５Ｇ事業者が、なおその事実を

解消しない場合は、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の全部を解除する

ことがあります。 

2. 当社は、ローカル５Ｇ事業者が第 37 条（ローカル５Ｇトータルサポートの利用停

止）第１項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特

に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ローカル５

Ｇトータルサポートの利用停止をしないでそのローカル５Ｇトータルサポートの

提供に係る契約の全部を解除することがあります。 

3. 前２項の規定によるほか、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ロー

カル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の全部を解除します。 

(1) ローカル５Ｇ事業者がローカル５Ｇの電気通信事業を廃止したとき。 

(2) ローカル５Ｇ事業者である法人が解散したとき。 

4. 当社は、前３項のほか、ローカル５Ｇ事業者が次の各号のいずれかに該当すると判

断したときは、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の全部を解除する

ことができるものとします。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の申込や当社へ提出した書面

等の内容が事実に反していることが判明したとき。 

(2) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

(3) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再

生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手

形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押

えを受けたとき。 

(4) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。 

(5) その他ローカル５Ｇトータルサポートの提供を継続できないと認められる相当

の事由があるとき。 

5. 当社は、前４項の規定により、そのローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契

約の全部を解除しようとするときは、あらかじめローカル５Ｇ事業者へ書面により

通知します。 
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（ローカル５Ｇトータルサポートの廃止） 

第40条 当社は、ローカル５Ｇに関する法制度の変更や技術上などやむを得ない場合は、ローカ

ル５Ｇトータルサポートの全部又は一部を廃止することがあります。 

2. 前項の廃止にあたっては当社とローカル５Ｇ事業者の間で協議を行い、代替手段の

確保が十分可能な期間を設けて廃止時期を決定します。ただし、代替手段の確保に

かかる費用について当社は負担しません。 

 

第４章 通信 

（通信利用の制限） 

第41条 通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがありま

す。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する

おそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又

は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要す

る事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置（特定の

地域のローカル５Ｇ事業者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることが

あります。 

2. 当社は、前項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法

令に違反する行為により取得された移動無線装置が、ローカル５Ｇ事業者回線に接

続されたときは、そのローカル５Ｇ事業者回線からの通信の利用を制限する措置を

とることがあります。 

 

（通信の切断） 

第42条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがありま

す。 

 

（通信データ量の測定等） 

第43条 ローカル５Ｇ事業者回線との間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみ

なされるものを含みます。）の情報量は、課金・料金請求、ローカル５Ｇトータルサポー

トの維持・継続およびネットワークの安定的運用等の業務の遂行のために必要かつ相当

な目的の範囲内で測定し利用します。 

2. 前項の規定により測定した情報量の１暦月における総情報量について、１のローカ

ル５Ｇ事業者回線ごとに、１Ｇバイトまでごとに１の課金対象データとして算出し、

１のローカル５Ｇ事業者毎に集計します。 
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第５章 料金等 

第1節 料金及び工事又は手続きに関する費用等 

（月額利用料及び工事費等） 

第44条 当社が提供するローカル５Ｇトータルサポートの月額利用料及び工事費等は、基本利用

料（手続きに関する料金を含む）、ＮＷ利用料、データ通信料、賃貸借料、ＵＳＩＭカー

ドの貸与に係る費用、及び業務支援システムの利用に係る費用から構成されます。その

他設定変更等の依頼が発生する場合は、その依頼内容に応じて工事費等（その他設定変

更等の工事に係る費用）が発生する場合があります。料金算定方法については、別紙２

（料金算定方法）に記載します。 

2. 本規約により支払いを要するものとされている料金等の額は、別紙２（料金算定方

法）に規定する方法で算定した額に消費税相当額を加算した額とします。関連法令

の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税

率により計算するものとします。 

 

第2節 料金等の支払義務 

（基本利用料の支払義務） 

第45条 ローカル５Ｇ事業者は、第 32 条（ローカル５Ｇトータルサポートの提供開始）に定める

サービス提供開始日を含む料金月の初日から起算して、ローカル５Ｇトータルサポート

の卸契約の解除があった日を含む料金月の末日までの期間について、別紙２（料金算定

方法）に規定する方法で算定した基本使用料の支払を要します。本規約における「料金

月」とは、１の暦月の起算日（当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦

月の起算日の前日までの間をいいます。 

2. ローカル５Ｇトータルサポートを利用するいずれかの拠点において、当社の責めに

帰すべき理由により、ローカル５Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生

じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態

が連続したとき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍

数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に

対応する当該拠点における基本利用料の支払いを要しません。 

2. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料

金を返還します。 

3. 一時中断または利用停止があったときは、ローカル５Ｇ事業者は、その期間中の第

１項に定める基本利用料の支払を要します。 

 

（ＮＷ利用料の支払義務） 

第46条 ローカル５Ｇ事業者は、第 32 条（ローカル５Ｇトータルサポートの提供開始）に定める

サービス提供開始日を含む料金月の初日から起算して、ローカル５Ｇトータルサポート
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の卸契約の解除があった日を含む料金月の末日までの期間について、別紙２（料金算定

方法）に規定する方法で算定したＮＷ利用料の支払を要します。 

2. ローカル５Ｇトータルサポートを利用するすべての拠点において、当社の責めに帰

すべき理由により、ローカル５Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生じ

た場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が

連続したとき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍数

である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応

するＮＷ利用料の支払いを要しません。 

3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料

金を返還します。 

4. ローカル５Ｇ事業者は、第５項に定める期間（以下「卸契約最低利用期間」といい

ます。）内にローカル５Ｇトータルサポートに関する卸契約の解除があった場合は、

当該解除があった日から卸契約最低利用期間の末日までの期間に相当するＮＷ利

用料を一括で支払うものとし、その支払期日は別途当社が定めるものとします。 

5. 前項の卸契約最低利用期間は、第 32 条（ローカル５Ｇトータルサポートの提供開

始）に規定するサービス提供開始日から起算して１２ヶ月とします。 

6. ローカル５Ｇ事業者は、サービス提供開始日の到来より前にローカル５Ｇトータル

サポートに関する卸契約の解除があった場合は、卸契約最低利用期間に相当するＮ

Ｗ利用料を一括で支払うものとし、その支払期日は別途当社が定めるものとします。 

7. 一時中断または利用停止があったときは、ローカル５Ｇ事業者は、その期間中の第

１項に定めるＮＷ利用料の支払を要します。 

  

（データ通信料の支払義務） 

第47条 ローカル５Ｇ事業者は、次の通信について第 43 条（通信データ量の測定等）の規定によ

り測定した情報量に基づいて、別紙２（料金算定方法）に規定する方法で算定した従量

制のデータ通信料を当社が別途指定した期日までに支払うことを要します。 

2. ローカル５Ｇ事業者は、従量制のデータ通信料について、当社の機器の故障等によ

り正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金を支払

うこととします。この場合において、特別の事情があるときは、当社はローカル５

Ｇ事業者と協議し、その事情を参酌するものとします。 

(1) ローカル５Ｇ事業者が情報量を記録している場合 

ローカル５Ｇ事業者の記録する情報量と、別紙２（料金算定方法）に規定する方

法で算定した額 

(2) （１）以外の場合 

把握可能な実績（機器の故障等により正しく算定することができなかった日の

初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器
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の故障等があったと認められる日）の属する暦月（毎月初日の午前０時から末日

の午後１２時までの期間とします。）の前１２暦月を最長として、その間の情報

量の累計をいいます。）に基づいて１日平均の情報量を算出し、その値に算定で

きなかった期間の日数を乗じた値と、別紙２（料金算定方法）に規定する方法で

算定した額 

3. 一時中断または利用停止があったときは、ローカル５Ｇ事業者は、その期間中の第

１項に定めるデータ通信料の支払を要します。 

 

（賃貸借料の支払義務） 

第48条 ローカル５Ｇ事業者は、拠点毎に第 24 条（設備の完成通知）に規定する利用開始日を含

む料金月の初日から起算して、ローカル５ＧトータルサポートのＩＲＵ個別契約の解除

があった日を含む料金月の末日までの期間について、別紙２（料金算定方法）に規定す

る方法で算定した賃貸借料の支払を要します。 

2. ローカル５Ｇトータルサポートを利用するいずれかの拠点において、当社の責めに

帰すべき理由により、ローカル５Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生

じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態

が連続したとき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍

数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対

応する当該拠点における賃貸借料の支払いを要しません。 

3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料

金を返還します。 

4. ローカル５Ｇ事業者は、別途提供申込者等と当社との間で締結するローカル５Ｇト

ータルサポートに関するＩＲＵ設定個別契約で定める当該契約の有効期間の途中

で解除となったときは、ローカル５Ｇトータルサポートに関するＩＲＵ設定個別契

約の解除となった日を含む料金月の翌料金月の初日から、有効期間の終了日を含む

料金月の末日までの期間について、別紙２（料金算定方法）に規定する方法で算定

した無線基地局設備使用料の支払を要します。 

5. 一時中断または利用停止があったときは、ローカル５Ｇ事業者は、その期間中の第

１項に定める賃貸借料の支払を要します。 

 

（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用の支払義務） 

第49条 提供申込者等は、第 29 条（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）第２項に規定する契約

に基づき、ＵＳＩＭカードの貸与に係る請求をし、その承諾を受けたときは、別紙２（料

金算定方法）に規定する方法で算定したＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の支払いを要

します。 
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（業務支援システムの利用に係る費用の支払義務） 

第50条 提供申込者等は、第 27 条（業務支援システムの利用に関する申込み）、に基づき、業務

支援システムの利用に関する申込みをし、その承諾を受けたときは別紙２（料金算定方

法）に規定する方法で算定した業務支援システムの利用に係る費用の支払いを要します。 

2. 一時中断または利用停止があったときは、ローカル５Ｇ事業者は、その期間中の第

１項に定める業務支援システムの利用に係る費用の支払を要します。 

 

第3節 債務の履行 

（期限の利益喪失） 

第51条 提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき（第４号、第６号又

は第７号に該当する場合にあっては、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担

すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを提供申込者等が明らかにしたときを除

きます。）は、当社に対して負担するローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の

料金その他の債務すべてについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその

料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する債務については、

その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。 

(1) 提供申込者等が、負担する債務の全部又は一部について履行不能状態に陥った

と当社が認めたとき。 

(2) 提供申込者等について破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始

その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。 

(3) 提供申込者等に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。 

(4) 提供申込者等の資産について、法令に基づく強制換価手続の申立てがあったと

き、提供申込者等を債務者とする差押え若しくは仮差押え、金銭債権保全のため

の仮処分又は税等の滞納処分があったとき。 

(5) 提供申込者等の所在が不明であるとき。 

(6) 提供申込者等について電気通信事業の登録又は届出が取消されたとき。 

(7) 提供申込者等がローカル５Ｇの電気通信事業を廃止したとき。 

(8) 提供申込者等が、債務の履行の担保を要する場合においてこれを行わないとき

又は担保を滅失させ、損傷させ若しくは減少させたとき。 

(9) その他提供申込者等の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生

した場合であって、提供申込者等がその負担すべき債務を履行する見込みがあ

ると認められないとき。 

2. 当社は、前項の規定により提供申込者等が当社に対して直ちに弁済しなければなら

ない債務に、前払金（提供申込者等が期限の利益を失ったときにローカル５Ｇトー

タルサポートに係る契約が解除されるとした場合に提供申込者等が負担すべきも

の（当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。）に限
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るものとし、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）を含めること

ができるものとします。 

 

（債務の履行の担保に係る協議申入れ等） 

第52条 提供申込者等がローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき金額の支払い

を怠るおそれがないと当社が判断できないときは、提供申込者等がローカル５Ｇトータ

ルサポートの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社

は提供申込者等に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を

申し入れることができるものとします。 

2. 提供申込者等が、前項に規定する協議によりローカル５Ｇトータルサポートの提供

に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できなかった場

合（前項に規定する協議により提供申込者等が当社に対して債務の履行の担保を約

した場合及び第 53 条（債務の履行の担保）第１項各号のいずれかに該当する場合

を除きます。）又は前項に規定する協議に応じない場合（第 53 条（債務の履行の担

保）第１項第６号に該当する場合を除きます。）は、当社は、提供申込者等に対して、

当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等（当社が承認した者に

限ります。以下、同じとします。）の債務保証により、提供申込者等がローカル５Ｇ

トータルサポートの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範

囲内（第 53 条（債務の履行の担保）第２項から第４項に規定する範囲を超えないも

のとします。）で、債務の履行を担保するよう求めるものとします。 

3. 当社は、提供申込者等に対して債務の履行の担保を求める場合は、提供申込者等に

その理由を書面により通知するものとします。 

 

（債務の履行の担保） 

第53条 提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたと

きは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、

ローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを

要するものとします。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき金額について、過去１

年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと（提供申込者

等の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。）があるとき。 

(2) 第 51 条（期限の利益喪失）第１項第１号から第５号又は第９号の規定に該当す

るとき。 

(3) 直近の決算において債務超過であるとき。 

(4) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがある

ものとして当社が別に定める基準に該当するとき。（ただし、その提供申込者等



24 

 

が、支払いを怠るおそれがないことを示す資料を提出し、その旨を当社が確認で

きる場合を除きます。） 

(5) 第 61 条（情報の提出）第２項の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的

な理由なく応じないとき。 

(6) 第 52 条（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）第１項の規定に基づき当社が

申し入れた協議、又は第 52 条（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）第２項

に基づき当社が求めた債務の履行の担保に合理的な理由なく応じないとき。 

(7) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき。 

2. 前項の規定により提供申込者等が履行を担保すべき債務の額は、提供申込者等がロ

ーカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき金額として月ごとに想定さ

れる負担額の４ヶ月分に相当する額（提供申込者等が月ごとに想定される負担額を

前払いする等の理由を示し、それが合理的であると当社が判断した場合は減額する

ものとし、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）とします。 

3. 第１項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求した場合

には、その提供申込者等が負担すべき工事費（前項規定によるものと重複する部分

を除き、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。以下、この項にお

いて「工事費等」といいます。）について、前払い、預託金の預け入れ又は金融機関

等の債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。この場合

において、工事費等の前払額と実績額に差額が生じたときは、当社及び提供申込者

等は必要な精算を行うものとします。 

4. 第１項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求した場合

には、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約が解除となるとした場合に

おいて提供申込者等が負担すべき費用（当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状

復旧に要する費用を含み、第２項及び前項の規定によるものと重複する部分を除き

ます。）に相当する額（当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）に

ついて、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証に

より、債務の履行を担保することを要するものとします。 

5. 第１項及び第４項に規定する担保措置を要する期間は、担保措置が行われてから１

年間とします。この場合において、当社が、期間満了時にその提供申込者等につい

て、第１項各号のいずれにも該当しないことを確認できたとき、又はその提供申込

者等が、第１項各号のいずれにも該当しないとする根拠を示し、当社がそのことを

確認できたときに、その提供申込者等は担保措置を要しないこととなるものとし、

当社は預け入れられた預託金の返還等を行うものとします。ただし、期間満了時に

おいて、当社が、その提供申込者等について、第１項各号に定める事由のいずれに

も該当しないことを確認できないときは、担保措置を要する期間を更に１年間延長

するものとし、以後の期間において同様に取り扱うものとします。 
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6. 当社は、提供申込者等から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。 

 

第4節 割増金及び延滞利息 

（割増金） 

第54条 ローカル５Ｇ事業者は、別紙２（料金算定方法）に記載する月額利用料又は工事費等の

支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加

算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金とし

て支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第55条 ローカル５Ｇ事業者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を

経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日

数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただき

ます。 

 

第６章 責務 

第1節 当社及び提供申込者等の負う責務 

（守秘義務） 

第56条 当社及び提供申込者等は、本規約に関連して相手方当事者から開示された秘密情報を、

相手方当事者の書面による事前の承諾なく第三者に公表、漏洩し、または本規約履行の

目的以外に使用してはならないものとします。本規約において「秘密情報」とは、本規

約を通じて知り得た相手方当事者の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密であり、 

(1) 秘密である旨表示した書面等有形媒体により開示された情報、または 

(2) 口頭で開示され、（ａ）開示者が開示時点で秘密である旨を明確に示し、（ｂ）

開示後１４日以内に開示者が「秘密」またはそれに類似した表示を示した

文書によりその内容を詳記して受領者に交付し、その文書の内容・範囲に

ついて書面により受領者の確認を得た情報をいいます。 

2. ただし、次に掲げるものは秘密情報には含まれません。 

(1) 開示の時において公知である情報 

(2) 受領当事者への開示後に受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公

知の事実となった情報 

(3) 受領当事者が正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当

に入手した情報 

(4) 受領当事者が開示当事者から入手した秘密情報によらず独自に開発した情



26 

 

報 

(5) 開示当事者が守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報 

3. 第１項の規定にかかわらず、当社は再委託先に対して、委託業務の遂行のために必

要な範囲で秘密情報を開示できるものとします。この場合、当社は、当該再委託先

に対して、当該秘密情報が秘密である旨を明示し、当該再委託先に本規約における

当社の義務と同等の秘密保持義務を課します。 

4. 当社および提供申込者等は、法令または裁判所もしくは官公庁の判決、決定、命令、

その他により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で相手方当事者の秘密情

報を当該機関に対して開示することができるものとします。ただし、当該受領当事

者は、かかる要求があった場合、可能な範囲でその開示前にその旨を相手方当事者

に通知するものとします。 

5. 本条に定める義務は、ローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約のすべての

契約を解除した後も２年間、有効に存続します。 

 

（必要事項の通知） 

第57条 当社及びローカル５Ｇ事業者は、次の各号に掲げる事項について、互いに書面により速

やかに通知することとします。 

(1) 名称、住所若しくは居所、請求書の送付先又は法人の代表者の変更 

(2) 電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散 

(3) 電気通信事業の登録、届出又は変更登録の取消し 

(4) 電気通信事業法第８条第２項に規定する電気通信業務の一部停止 

(5) 提供条件に影響がある電気通信設備の変更、増設又は廃止 

(6) 第 51 条（期限の利益喪失）第１項第２号から第４号に定める事由のいずれかが

発生した場合にあってはその事実 

(7) その他ローカル５Ｇトータルサポート提供に必要な事項 

2. 前項に規定する変更の通知があったときは、当社は、ローカル５Ｇ事業者にその届

出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

3. ローカル５Ｇ事業者において、第１項１号に規定する変更があったにもかかわらず、

第 30 条（ＵＳＩＭカードの返還・変更）、第 36 条（ローカル５Ｇトータルサポート

の一時中断）、第 37 条（利用停止）、第 39 条（当社が行う契約の解除）等本規約に

規定する通知については、当社に届出を受けている名称、住所若しくは居所又は請

求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。 

 

（法令遵守等） 

第58条 当社及びローカル５Ｇ事業者は、ローカル５Ｇトータルサポートの円滑な運営を図るた

め、ローカル５Ｇトータルサポートに係る業務に関して信義に従い誠実に対応すること
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とし、相互に協力することとします。 

2. ローカル５Ｇ事業者は、ローカル５Ｇトータルサポートの利用にあたり、関連する

法令を遵守するものとします。 

3. 当社は、ローカル５Ｇ事業者に対し、必要に応じて前項に規定する法令遵守の状況

その他当社が必要と認めた事項について報告を求めることができるものとし、ロー

カル５Ｇ事業者は速やかにこれに応じるものとします。 

 

第2節 提供申込者等の負う責務 

（移動無線装置の取り扱い） 

第59条 提供申込者等は、移動無線装置を自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動

無線装置を通信の用に供する（試験を含みます。）前に、当該移動無線装置が電気通信事

業法第６９条、端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）及び電波法（昭和２５

年法律第１３１号）第３章で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するため

に必要な情報を当社に提示することを要するものとします。 

2. 前項の場合であって、当該移動無線装置に係る確認試験を実施することが必要であ

ると当社又は提供申込者等が判断したときは、その必要とする理由を示し、別に定

める方法により試験を実施するよう協議を申し入れることができるものとします。 

3. 当社及び提供申込者等は、前項の確認試験の結果、当該ローカル５Ｇトータルサポ

ートの提供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究

明にあたることとします。 

4. 当社は、提供申込者等が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合について、

責任を負いません。 

5. 当社は、第項に規定する確認試験を実施する場合は、その提供申込者等と、その試

験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。 

 

（移動無線装置の持込み） 

第60条 提供申込者等は、次の場合には、移動無線装置を当社が指定した期日（別に定める営業

時間内に限ります。）に当社へ持ち込んでいただきます。 

(1) 第 59 条（移動無線装置の取り扱い）の規定に基づく移動無線装置に係る確認試

験を受けるとき。 

(2) その他当社が必要と認めるとき。 

 

（情報の提出） 

第61条 提供申込者等がローカル５Ｇトータルサポートの提供に関し負担すべき金額の支払い

を怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために、当社は提供申込者等に対して必要
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な情報の提出を求めることがあります。 

2. 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財

務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた提供申込者

等は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。 

 

（利用数等の報告） 

第62条 ローカル５Ｇ事業者は、当社が電気通信事業法報告規則（昭和６３年郵政省省令第４６

号）に規定する電気通信役務契約等状況報告を行う等、当社が必要とする場合において、

ローカル５Ｇ事業者とエンドクライアントの間で締結しているローカル５Ｇ事業者サ

ービスの契約数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。 

 

（知的財産権） 

第63条 ローカル５Ｇトータルサポートの提供に関連して当社が提供申込者等に貸与または提

示するソフトウェア等のプログラムまたは物品（本規約、サービス仕様書、取扱マニュ

アル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。）に関する著作権

およびそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社または当社の指定する者に

帰属するものとします。また、ローカル５Ｇトータルサポートに対して、当社が掲示し

ている商標、ロゴ等は、提供申込者等その他の第三者に対して、商標、ロゴ等を譲渡し、

またその使用を許諾するものではありません。 

2. 提供申込者等はプログラム等につき次の事項を遵守するものとします。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートの利用目的以外に使用しないこと 

(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、逆コンパイルまたは逆アセンブル等の

リバースエンジニアリングを行わないこと 

(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に利用許諾・貸与・譲渡・担保設定等しな

いこと 

(4) 当社または当社の指定する者が表示した知的財産権の表示を削除または変

更しないこと 

3. 本条の規定はローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約の終了後も効力を

有するものとします。 

 

（提供条件等の説明等） 

第64条 ローカル５Ｇ事業者は、自らの責任により、ローカル５Ｇ事業者サービスを提供すると

きは、エンドクライアントに対してそのローカル５Ｇ事業者サービスに係る条件等の説

明を行うことを要します。 

2. ローカル５Ｇ事業者は、前項の規定によるほか、エンドクライアントからのサービ

ス内容に関する問合せ、若しくはローカル５Ｇ事業者サービスに係る故障修理の請
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求等又はその他の苦情の受付及び対応を行うことを要します。 

3. 前２項の規定は、本規約の変更等に伴ってローカル５Ｇ事業者が行う対応等におい

ても準用されます。 

 

（利用に係るローカル５Ｇ事業者の義務） 

第65条 ローカル５Ｇ事業者は、ローカル５Ｇトータルサポートの利用にあたり、次のことを守

っていただきます。 

(1) ＵＳＩＭカード等に登録されている情報を読出しし、変更又は消去しないこと。 

(2) 当社が貸与するＵＳＩＭカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。 

(3) 当社設備に大きな負荷がかかる利用があり、それにより電気通信サービスの円

滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止する

こと。 

 

第3節 保守 

（ローカル５Ｇ事業者の維持責任） 

第66条 当社に接続するローカル５Ｇ事業者の電気通信設備については、事業用電気通信設備規

則や端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）、電波法第３章等の法令・技術基準

に適合するようローカル５Ｇ事業者に維持していただきます。 

 

（当社の維持責任） 

第67条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令

第３０号）に適合するよう維持します。 

 

（当社の行う修理又は復旧） 

第68条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又

は復旧するものとします。 

2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないと

きは、第 41 条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保す

るため、当該通信に係る電気通信設備を優先的に修理し又は復旧します。 

 

（混信等の防止責任） 

第69条 ローカル５Ｇ事業者は、エンドクライアントが指定する移動無線装置を、自ら調達し取

り扱うことを業とする場合は、電波法第５６条の規定に基づく他の無線局等への混信そ

の他の妨害を防止するために必要な無線局の運用を、当社とローカル５Ｇ事業者は相互

に協力して行うこととします。 

2. 当社は、ローカル５Ｇ事業者が自ら調達した移動無線装置により混信等が生じた場
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合は、ローカル５Ｇ事業者と協議の上、その混信等を除去するための措置を決定す

ることとします。 

 

（ローカル５Ｇ事業者の切分責任） 

第70条 ローカル５Ｇ事業者は、ローカル５Ｇトータルサポートに係る通信に生ずる著しい支障

その他の理由により、ローカル５Ｇトータルサポートの利用ができなくなったときは、

ローカル５Ｇ事業者の電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社の設置した電

気通信設備の修理又は復旧を請求するものとします。 

2. 前項の修理又は復旧の請求により、当社の修理又は復旧に係る作業の結果、故障の

原因がローカル５Ｇ事業者の電気通信設備にあった場合には、ローカル５Ｇ事業者

は当社にその当該作業に要した費用を支払うことを要します。この場合において、

その費用の額は、当該作業に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

3. 当社は、設備の保守に係る具体的事項について、ローカル５Ｇ事業者と協議の上定

めることとします。 

 

（当社の通知責任） 

第71条 当社は、当社の電気通信設備における通信障害等に関する情報をローカル５Ｇ事業者へ

通知することとします。 

2. 通知内容の詳細については、別に定めるものとします。 

 

第4節 譲渡の承認 

（第三者への債権譲渡等） 

第72条 ローカル５Ｇ事業者は、本規約に基づく当社に対する債権債務を第三者に譲渡（承継に

よるものを除きます。）し又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ当社の書面

による承諾を要するものとします。 

 

第７章 損害賠償 

（損害賠償の制限） 

第73条 当社は、ローカル５Ｇトータルサポートを提供すべき場合において、当社の責めに帰す

べき理由によりその提供をしなかったときは、次の各号にしたがい提供申込者等に生じ

た損害を賠償します。 

(1) ローカル５Ｇトータルサポートを利用するいずれかの拠点において、ローカル

５Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当

社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したとき、当社が

認知した時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍数である部分に限り

ます。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該拠点
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における基本利用料と賃貸借料の合計額を発生した損害とみなしてその額に限

って賠償します。 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートを利用するすべての拠点において、ローカル５

Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社

が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したとき、当社が認

知した時刻以後の利用できなかった時間（２４時間の倍数である部分に限りま

す。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するＮＷ利用料

とデータ通信料の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。

賠償するデータ通信料については、すべての拠点においてローカル５Ｇトータ

ルサポートを全く利用できない状態が生じた日が属する月の前６カ月（前６カ

月の実績を把握することが困難な場合は当社が別に定める方法により算出した

額とします）における１日あたりの平均データ通信料を用いて算出します。 

2. 当社の故意又は重大な過失によりローカル５Ｇトータルサポートの提供をしなか

ったときは、前項の規定は適用しません。 

3. 提供申込者等は、ローカル５Ｇトータルサポートの提供が行われなかったことによ

る逸失利益及びエンドクライアントからの問合せ受付又は苦情対応等に要した費

用について、当社へ請求しないものとします。 

4. 当社は本規約で特に定める場合を除き、提供申込者等にかかる損害を賠償しないも

のとし、提供申込者等は当社にその損害についての請求をしないものとします。ま

た、提供申込者等は、ローカル５Ｇトータルサポートの利用により第三者に対し損

害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社に責任も負担させないものとし

ます。 

 

（注）本条第１項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、 

原則として、ローカル５Ｇトータルサポートを全く利用できない状態が生じた日よ

り前の把握できる期間における１日あたりの平均データ通信料とします。 

 

（解除等の場合の取扱い） 

第74条 当社又はローカル５Ｇ事業者は、第 33 条（契約の変更）の規定によりローカル５Ｇトー

タルサポートの提供に係る契約に対して変更があったとき又は第 38 条（ローカル５Ｇ

事業者が行う契約の解除）若しくは第 39 条（当社が行う契約の解除）の規定によりロー

カル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約が解除されたときは、その原因を有する相

手方に対し、その変更又は解除により発生した損害額（新たに発生する費用（当社の電

気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。）及びそれまでに既に

発生した費用に消費税相当額を加算した額を含みます。）の支払いを請求できるものと
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します。 

2. 前項の規定は、当社又はローカル５Ｇ事業者がローカル５Ｇトータルサポートの提

供に係る契約に違反し相手方に損害が発生した場合に準用します。 

3. 当社はローカル５Ｇトータルサポートの提供に係る契約に基づきローカル５Ｇ事

業者が提供するローカル５Ｇ事業者サービスが、第三者の知的財産権、所有権その

他法令により保障された権利を害している又は害している可能性があるとして、当

社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、当社はローカル

５Ｇ事業者に対し、訴訟費用を含む全ての費用の支払い及び当社が被った損害の賠

償を請求できるものとします。 

 

（免責） 

第75条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が

変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社

の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

2. 当社は、ローカル５Ｇ事業者が、第 64 条（提供条件等の説明等）に係る責務を果た

すために要する費用については負担しません。 

 

第８章 雑則 

（プライバシーポリシー） 

第76条 当社は、ローカル５Ｇ事業者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「ＮＴＴドコモ 

プライバシーポリシー」において公表します。 

 

（通知方法の基本ルール） 

第77条 当社は、ローカル５Ｇ事業者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う

ことができるものとします。 

(1) ローカル５Ｇ事業者がローカル５Ｇトータルサポートに関する契約書に基づき

当社に届け出ている企業名、住所、請求書の送付先等への郵送による通知 

(2) ローカル５Ｇトータルサポートに関する契約書の別紙にて別途定めるメールア

ドレスへの電子メールによる通知 

(3) 当社ＨＰ上への掲載 

(4) その他当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に掲げる方法によるローカル５Ｇ事業者への通知は、当社が前項に定める

通知を発した時点になされたものとみなします。 

 

（承諾の限界） 

第78条 当社は、提供申込者等から当社へ各種の請求があった場合に、その請求を承諾すること
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が技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他

の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があ

るときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求を

した者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めると

ころによります。 

 

（ローカル５Ｇトータルサポートに係る管理方針） 

第79条 当社は、ローカル５Ｇトータルサポートにおける帯域利用に係る通信の伝送に関するネ

ットワーク管理において、以下の各号に掲げる事項を遵守するものとします。 

(1) ローカル５Ｇ事業者に対し、不当な差別的取扱いを行わないこと 

(2) 当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないこと 

 

（反社会的勢力の排除） 

第80条 提供申込者等は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを表明し、保証するものとします。 

(1) 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴

力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他こ

れらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。 

(2) 提供申込者等が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配

していると認められる関係を有すること。 

(3) 提供申込者等が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質

的に関与していると認められる関係を有すること。 

(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと。 

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること。 

(6) 提供申込者等が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経

営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること。 

 

（合意管轄） 

第81条 ローカル５Ｇ事業者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地

方裁判所とします。 
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（準拠法） 

第82条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 
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【別紙１（提供する機能）】 

ローカル５Ｇトータルサポートで提供する基本機能 

提供機能 内容 

５Ｇスタンドアローン スタンドアローン方式のローカル５Ｇ 

Ｓｕｂ６周波数帯 ４．６ＧＨｚから４．９ＧＨｚの周波数に対応（１００ＭＨｚ幅で設

定） 

５Ｇコア ５Ｇコア 

５ＧＧＷ 当社網とローカル５Ｇ事業者網の接続装置 

５ＧＲＡＮ ローカル５Ｇ対応のＲＡＮ機器一式 

ＲＵ・アンテナ ローカル５Ｇ専用ＲＵと対応するアンテナ 

回線 ５ＧコアとＲＡＮ機器を接続する回線（アクセス回線除く） 

５ＧＳＩＭ ローカル５Ｇ対応のＵＳＩＭ 

ＩＭＳＩ 当社にて指定を受けているＩＭＳＩ 

ＤＮＮ 第１０条（回線終端設備の設置等）で規定する当社設備との接続箇

所１つにつき、１ＤＮＮを提供 

ＩＰアドレス １ＤＮＮごとに静的ＩＰアドレスを設定 

同期・準同期 同期ＴＤＤを提供 

無線基地局設備設置 利用環境を構築・設定 

業務支援システム ローカル５Ｇ事業者回線に係る利用の開始、変更及び廃止並びにこれ

らに関する情報の管理を行うためのシステム 

 

サポート 

・各装置の遠隔監視 

・各装置故障時の現地故障修理・交換対応 

・ローカル５Ｇ事業者からの問い合わせ対応 

ローカル５Ｇトータルサポートで提供するオプション機能 

提供機能 内容 

ＤＮＮ追加 基本機能として提供するＤＮＮの他に、ＤＮＮの追加が可能 

追加予備機配備 拠点へ予備機を１台追加配備 
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【別紙２（料金算定方法）】 

月額利用料（日割り無、消費税相当抜き） 

項目 算定方法 契約 

基本利用料 単金［円／拠点］×拠点数［拠点］  ローカル５Ｇトータ

ルサポートに関する

卸契約 

ＮＷ利用料 単金［円／Ｇｂｐｓ］×契約帯域［Ｇｂｐｓ］ 

ＤＮＮを追加した場合は以下の金額を追加 

単金［円／ＤＮＮ］×追加ＤＮＮ数［ＤＮＮ］ 

ローカル５Ｇトータ

ルサポートに関する

卸契約 

データ通信料 単金［円／ＧＢ］×総情報量［ＧＢ］ 

＋単金［円／回線］×ローカル５Ｇ事業者回線数

［回線］ 

※総情報量：第４２条を参照 

ローカル５Ｇトータ

ルサポートに関する

卸契約 

賃貸借料 無線基地局設備使用料［円］＋維持費［円］ 

※無線基地局設備使用料［円］＝無線基地局設備

の創設費［円］／契約年数／１２カ月 

※維持費［円］＝単金［円／台］×ＲＵ台数［台］ 

ローカル５Ｇトータ

ルサポートに関する

ＩＲＵ設定個別契約 

業務支援システム

の利用に係る費用 

単金［円／台］×業務支援システム数［台］ 業務支援システムの

利用に係る契約 

     ※単金についてはサービス仕様書にて提示いたします。 

 

工事費等（消費税相当抜き） 

項目 算定方法 契約 

業務支援システム

の利用に係る費用 

実費［円］  業務支援システムの

利用に係る契約 

ＵＳＩＭカードの

貸与に係る費用 

単金［円／枚］×ＵＳＩＭカードの貸与数［枚］ ＵＳＩＭカードの貸

与の請求に係る契約 

その他設定変更等

の工事に係る費用 

実費［円］ ローカル５Ｇトータ

ルサポートに関する

卸契約 

      ※単金についてはサービス仕様書にて提示いたします。 

 

料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てます。 


